
◀令和５年度は、歳入が約３億５２８１万
円の減額となりましたが、昨今の日本にお
ける厳しい財政状況のなか、本村は望まし
い行政運営が行われました。その結果、４
年度と比較して、国庫支出金や県支出金等
の費目において減額となりましたが、地方
交付税や使用料・手数料等の費目で増額が
みられました。
　主な費目の概要は次のとおりです。
　地方交付税は、財源不足を補うため国か
ら交付され、村の歳入の骨格となっており、
４年度に比べ約１５７４万円の増額となり
ました。

　村税は、村民の皆さんから納めていただいた住民税や固定資産税で、村の自主財源のほとんど
を占めているものです。４年度に比べ約７８９万円の減額となりました。
　村債は、村が事業を行ううえで、財源不足を補うための借入金で、将来交付税措置される有利
な特例地方債（過疎対策事業債など）を借入れています。こちらは４年度に比べ約２９２０万円
の減額となりました。
　繰入金は、主に財源不足を補うために基金を取り崩して繰り入れたものです。こちらは４年度
に比べ約１億７１２９万円の増額となりました。繰越金は、前年度から引き継がれる費目であり、
４年度に比較して約８９３８万円の減額となりました。

歳　　出
◀歳出の中で最も多くの割合を占める総
務費は村の全般的な事務や財産管理、税
の課税や徴収に関する経費として支出さ
れ、４年度に比べ３億４６００万円の減
額となりました。
　民生費は社会福祉や児童福祉に関す
る経費として支出され、４年度に比べ
１億５１９１万円の減額となりました。
　衛生費は保健衛生、疾病予防、環境保
全に関する経費として支出され、４年度
に比べ１０１万円の減額となりました
　 そ の 他 の 経 費 と し て は、 農 林 水 産
費、 商 工 費、 土 木 費、 消 防 費、 教 育
費、公債費、諸支出金となり、総額で
１２億１１０７万円となりました。

基金残高の状況
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広報　ひがしちちぶ１１

一般会計歳入
 25 億 3 万円

 一般会計歳出
23 億 5,341 万円

地方交付税
139,499

56%

国庫支出金
15,011

6%

村税
24,485

10%

村債
2,490

1%

県支出金
11,485

4%

地方譲与税
2,774

1%

交付金
7,260

3%
繰越金
14,937

6%

繰入金
24,421

10%

その他
7,641

3%

議会費
4,433 

2%

総務費
47,021 

20%

民生費
32,508 

14%

衛生費
30,272 

13%

農林水産費
4,537 

2%

商工費
8,728 

4%

土木費
13,512 

6%

消防費
14,729 

6%

教育費
18,804 

8%

公債費
17,466 

7%

諸支出金
43,331 

18%



決算審査の報告（要約）決算審査の報告（要約）
－審査の結果－
　審査に付された令和５年度東秩父村一般会計、各特別会計、及
び公営企業会計について、各帳簿及び証拠書類と照合審議し、例
月出納検査の結果を考慮して、決算数値は正確であると認めます。
また東秩父村財政健全化に関する書類は、いずれも適正に作成さ
れているものと認めます。

－審査の意見－
１．新庁舎建設事業について
　現行庁舎解体費用の増大、材料費の高騰が予測され、当初より大幅な費用増加が懸念される。
今後の人口減少傾向も鑑みて、規模縮小の取組の検討も。
２．公共交通事業者支援事業（路線バス運行経費等）について
　路線バス事業者への支援金負担が増加しているが、過疎化を食い止めるためにもサービスの
現状維持を目標とした取組を。
３．出産祝い金
　支給額倍増などインパクトのある大胆な施策を打ち出し、人口減少に歯止めを。
４．出生数について
　出産数の減少を踏まえて各種事業の統合、再編による効率化が必要。
５．簡易水道事業会計
　水道施設遠方監視システムの更新により監視の精度が向上したが、複数の水道施設管理を担
う負担の大きさから、職員体制の強化・見直しも検討。また料金回収率が低いので水道料金の
見直しに取り組む。
６．合併処理浄化槽設置管理事業会計
　簡易水道事業と同様、一般会計補助金への依存度が高いことから浄化槽使用料の見直しを。　

新議員紹介・あいさつ新議員紹介・あいさつ
　去る８月２５日施行の東秩父村議会議員補欠選挙において、告示日（８月２０日）に届出の
あった立候補者が選挙すべき定員を超えなかったため、無投票により２名の新人（吉田泰明議員・
𠮷田圭子議員）が就任いたしました。

明るい笑顔で元気あふれる日常生活が送れるよ
う誠心誠意、努めてまいります。

村に移住して６年。地域おこし協力隊を経て、
今度は議員として頑張ります。

吉田　泰明吉田　泰明 議議員

代表監査委員　関根誠一

𠮷田　圭子𠮷田　圭子 議議員

１２広報　ひがしちちぶ

東ちちぶ東ちちぶ

村議会だより村議会だより
HIG A SHIC HIC HIB U  VIL L A G EHIG A SHIC HIC HIB U  VIL L A G E
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村政のここここ
が聞きた
い！

――  

２
名
の
議
員
が
一
般
質
問

２
名
の
議
員
が
一
般
質
問  

――

村長の所信を問う
村長

定住促進の補助金創設
栗島　廣行栗島　廣行 議員

　
　
　

高
齢
化
対
策
、
小
中
学
校

　
　
　

の
統
合
、
２
世
帯
住
宅

へ
の
補
助
金
、
防
災
減
災
対
策
、

細
川
紙
技
術
者
の
育
成
等
と
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。
９
月
補
正

予
算
に
お
い
て
最
優
先
に
取
り

組
む
も
の
は
ど
れ
で
す
か
。

問答

新村長の施政方針について新村長の施政方針について // 行政区長制度について行政区長制度について
　
　
　

中
学
校
卒
業
時
に
支
度
金

　
　
　

と
い
う
こ
と
で
、
高
校

入
学
時
の
制
服
購
入
や
自
転
車

を
買
う
費
用
に
充
て
る
た
め
に

12
月
定
例
も
し
く
は
３
月
定
例

に
補
正
予
算
を
出
し
て
い
き
ま

す
。
結
婚
を
機
に
村
外
に
流
出

さ
れ
る
方
が
多
い
と
聞
い
て
い

る
の
で
、
結
婚
さ
れ
新
居
を
構

え
た
時
に
補
助
金
を
出
し
、
流

出
の
食
い
止
め
を
図
る
よ
う
財

政
課
と
調
整
し
て
い
ま
す
。

問答
　
　
　

行
政
区
長
等
は
非
常
勤
特

　
　
　

別
職
か
ら
削
除
し
た
と
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。
行
政
区
長
等

と
い
わ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
代

表
者
は
村
と
の
関
係
も
な
く
な
っ

た
と
理
解
し
て
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

　
　
　

行
政
区
長
等
に
つ
き
ま
し

　
　
　

て
は
、
現
在
、
非
常
勤
特

別
職
で
な
く
一
般
私
人
と
し
て
の

有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。
し
か

し
、
村
か
ら
謝
礼
を
支
払
っ
て
い

る
依
頼
業
務
に
つ
い
て
は
協
力
を

頂
い
て
い
る
現
実
が
あ
り
ま
す
。

行
政
区
長
等
は
非
常
勤
特
別
職
と

し
て
の
立
場
で
は
な
く
な
っ
て
い

ま
す
が
、
一
定
の
村
と
の
依
頼
業

務
に
対
す
る
活
動
と
い
う
意
味

で
は
、
協
力
関
係
に
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

　
　
　

行
政
区
長
等
は
非
常
勤
特

　
　
　

別
職
で
な
く
な
り
一
般
私

人
の
扱
い
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
こ
の
事
情
を
区
長
一
人
ひ
と
り

に
説
明
し
理
解
を
得
て
い
ま
す
か
。

問答
　
　
　

令
和
２
年
３
月
及
び
５
月

　
　
　

の
行
政
区
長
会
議
に
お
い

て
、
新
旧
の
行
政
区
長
に
対
し
て

「
非
常
勤
特
別
職
で
な
く
、
一
般
私

人
と
な
り
取
扱
い
が
変
わ
り
ま
す
」

と
説
明
を
し
理
解
を
得
て
い
ま
す
。

そ
の
後
も
毎
年
３
月
と
５
月
の
行

政
区
長
会
議
時
に
は
、
資
料
を
元

に
説
明
し
理
解
を
得
て
い
ま
す
。

　
　
　

行
政
区
長
は
依
頼
業
務
を

　
　
　

断
る
こ
と
が
で
き
る
か

伺
い
ま
す
。
ま
た
行
政
区
長
と
い

わ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
代
表
者

と
村
と
の
関
係
は
対
等
で
す
か
。

問答
　
　
　

具
体
的
な
業
務
内
容
の
例

　
　
　

示
が
な
か
っ
た
の
で
村

か
ら
お
願
い
す
る
業
務
の
答
弁

と
な
り
ま
し
た
が
、
募
金
等
は

強
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
村

か
ら
の
依
頼
に
対
し
て
行
政
区

長
か
ら
で
き
な
い
と
の
申
し
入

れ
が
あ
れ
ば
当
然
村
と
し
て
も

代
わ
り
の
方
法
を
検
討
し
ま
す
。

村
か
ら
の
お
願
い
を
全
て
や
っ

て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
と
理
解
し
て
い
ま
す
。

野野口　口　勝則勝則 議員

村長の選挙公約を問う！！
村長

子育て支援！まずは入学時に支度金を支給
選挙公約等に対する、新村長の思う具体的な施策について選挙公約等に対する、新村長の思う具体的な施策について

　
　
　

子
育
て
支
援
の
拡
充
に
つ

　
　
　

い
て
、
具
体
的
な
考
え

を
お
聞
き
し
ま
す
。

問答
　
　
　

子
育
て
中
の
保
護
者
の
負

　
　
　

担
を
少
し
で
も
軽
減
す
る

た
め
、
中
学
校
卒
業
時
に
支
度
金

を
支
給
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問答
　
　
　

高
校
生
等
の
通
学
に
つ
い

　
　
　

て
は
、
最
寄
駅
ま
で
送
迎

し
て
い
る
家
庭
が
多
く
、
大
変
な

負
担
に
な
っ
て
い
ま
す
。
通
学
に

つ
い
て
の
補
助
制
度
を
考
え
て
み

て
は
と
思
い
ま
す
が
、
村
長
の
お

考
え
を
お
聞
き
し
ま
す
。

　
　
　

駅
ま
で
送
迎
し
て
い
る
状

　
　
　

況
は
知
っ
て
い
ま
す
が
、

ま
ず
は
高
校
入
学
に
対
し
、
支
度

金
を
支
給
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

通
学
に
つ
い
て
は
大
変
な
現
実
と

理
解
し
て
い
ま
す
の
で
、
後
々
に

は
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

保
育
所
や
学
童
保
育
を
含

　
　
　

む
教
育
施
設
の
統
合
に

つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
。

問答
　
　
　

小
中
一
貫
教
育
の
実
現
、

　
　
　

学
童
保
育
、
保
育
所
も

含
め
た
教
育
エ
リ
ア
内
へ
の
設

置
な
ど
先
を
見
据
え
た
方
針
案

を
、
小
中
学
校
あ
り
方
検
討
委

員
会
の
答
申
も
踏
ま
え
た
上
で

策
定
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　
　
　

本
年
度
の
中
学
校
入
学
生

　
　
　

５
名
を
踏
ま
え
、
近
隣
自

問

答
　
　
　

自
治
体
単
独
で
の
学
校
運

　
　
　

営
が
困
難
な
場
合
、
一

部
事
務
組
合
を
設
立
し
組
合
立

学
校
と
し
て
設
置
し
て
い
る
事

例
が
あ
り
ま
す
の
で
、
小
中
あ

り
方
検
討
委
員
会
の
答
申
に
よ

り
検
討
し
て
い
く
必
要
が
出
て

く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

治
体
と
自
治
体
の
境
界
を
越
え

た
学
校
運
営
に
つ
い
て
考
え
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　

若
者
の
村
外
流
出
対
策
と

　
　
　

し
て
の
２
世
帯
住
宅
の

建
設
補
助
制
度
に
つ
い
て
お
聞

き
し
ま
す
。

問答
　
　
　

結
婚
を
機
に
、
実
家
に
２

　
　
　

世
帯
住
宅
の
建
設
・
増

改
築
、
新
居
の
建
設
を
し
た
場

合
に
は
補
助
金
を
出
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　

村
有
地
を
活
用
し
た
企
業

　
　
　

誘
致
と
移
住
促
進
に
つ

い
て
の
考
え
を
お
聞
き
し
ま
す
。

問答
　
　
　

村
有
地
の
活
用
策
で
は
、

　
　
　

神
谷
ぶ
ど
う
園
跡
地
の

移
住
促
進
住
宅
の
建
設
案
の
復

活
も
次
の
課
題
と
し
て
検
討
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
企
業
誘
致
は
地
域
性
も

あ
り
非
常
に
難
し
さ
は
あ
り
ま

す
が
、
取
り
組
み
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

村
の
行
財
政
全
般
に
つ
い
て
執
行
部
に
考
え
を
聞
く
の
が
一
般
質
問
。
こ
こ
で
は
、
議
員
本
人
が
要
約
し
た
も

の
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

１３



質
疑
応
答
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

質
疑
応
答
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
（
抜
粋
・
要
約
）

議
案
第

議
案
第
3636
号号

（
令
和
５
年
度
東
秩
父
村
一
般
会

（
令
和
５
年
度
東
秩
父
村
一
般
会

計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
）

計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
）

請
願
請
願

【
請
願
第
１
号
】

【
請
願
第
１
号
】

皇
鈴
山
展
望
台
公
共
観
光
整
備

に
関
す
る
請
願

【
請
願
者
】

【
請
願
者
】
大
内
沢
管
理
委
員
会

【
紹
介
議
員
】

【
紹
介
議
員
】
野
口　

勝
則

【
請
願
の
趣
旨
】
（
要
約
）

【
請
願
の
趣
旨
】
（
要
約
）

大
内
沢
管
理
委
員
会
主
体
に
よ
る

地
域
住
民
の
協
力
の
下
、
皇
鈴
山

展
望
台
及
び
周
辺
の
景
観
整
備
を

行
っ
て
き
た
が
、
補
助
金
等
で
対

応
で
き
な
い
施
設
整
備
を
村
の
公

共
施
設
整
備
と
し
て
対
応
し
て
い

た
だ
く
よ
う
求
め
る
。

【
請
願
事
項
】
（
抜
粋
・
要
約
）

【
請
願
事
項
】
（
抜
粋
・
要
約
）

皇
鈴
山
展
望
台
付
近
は
関
東
平

野
が
一
望
で
き
、
夜
景
や
紅
葉

等
も
楽
し
め
る
景
勝
地
で
あ
る
。

近
年
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
の
紹
介
に
よ
り

観
光
客
も
増
加
し
て
い
る
が
、

ト
イ
レ
が
な
い
こ
と
に
よ
る
周

辺
の
環
境
汚
染
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
の
で
、
観
光
ト
イ
レ
の

建
設
を
求
め
る
。

観
光
客
等
の
車
両
の
乗
入
れ
に
よ

り
駐
車
場
の
荒
廃
が
課
題
と
な
っ

て
お
り
、
舗
装
整
備
を
求
め
る
。

【
紹
介
議
員
へ
の
質
疑
応
答
】（
要
約
）

【
紹
介
議
員
へ
の
質
疑
応
答
】（
要
約
）

　
　
　

地
元
希
望
の
ト
イ
レ
の
規

　
　
　

模
は
。

問答
　
　
　

床
面
積
1.8
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

で
男
女
兼
用
の
便
器
１

基
。
汲
み
取
り
式
無
臭
ト
イ
レ
と

い
っ
た
も
の
を
考
え
る
。

　
　
　

物
損
や
い
た
ず
ら
に
対
す

　
　
　

る
地
元
で
の
管
理
対
策
は
。

問答
　
　
　

村
の
観
光
ト
イ
レ
と
し
て

　
　
　

建
設
す
る
こ
と
を
希
望

し
、
村
か
ら
管
理
を
委
託
さ
れ

た
場
合
、
地
元
で
も
検
討
し
た

い
。
街
灯
及
び
防
犯
カ
メ
ラ
は

既
に
設
置
済
み
で
あ
り
、
ド
ア

に
課
金
式
開
閉
シ
ス
テ
ム
装
置

の
あ
る
ト
イ
レ
を
試
験
的
に
設

置
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
　

駐
車
場
舗
装
面
積
及
び
そ

　
　
　

の
他
必
要
な
整
備
は
。

問答
　
　
　

舗
装
面
積
８
５
０
平
方
メ

　
　
　

ー
ト
ル
、
盛
土
部
分
の

法
面
保
護
及
び
車
両
転
落
防
止

柵
等
の
設
置
。

　
　
　

今
後
も
地
元
で
整
備
管
理

　
　
　

の
実
施
が
可
能
か
。

問答
　
　
　

支
援
金
ポ
ス
ト
の
設
置
に

　
　
　

よ
り
財
源
の
確
保
に
努
め

て
い
る
。
大
内
沢
管
理
委
員
会
に

よ
り
管
理
し
て
い
く
が
、
困
難
に

な
っ
た
時
は
シ
ル
バ
ー
人
材
派
遣

に
依
頼
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

この請願は委員会付託この請願は委員会付託

を省略し、全会一致でを省略し、全会一致で

採択されました。採択されました。

　
　
　

自
動
販
売
機
電
気
料
は
行

　
　
　

政
財
産
使
用
料
に
す
る
と

い
う
話
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
ど

う
な
っ
て
い
る
か
。

問
　
　
　

移
住
体
験
施
設
管
理
運
営

　
　
　

事
業
に
つ
い
て
「
利
用
世

帯
29
世
帯
、
利
用
者
１
０
４
名
」

と
報
告
が
あ
っ
た
が
、
実
際
の
移

住
希
望
は
何
件
あ
っ
た
か
。

問答
　
　
　

移
住
意
向
が
16
世
帯
の
う

　
　
　

ち
、
す
ぐ
に
で
も
と
い
う

世
帯
が
１
世
帯
、
近
い
将
来
と
い

う
の
が
５
世
帯
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　

本
来
の
目
的
で
あ
る
移
住

　
　
　

で
は
な
く
、
た
だ
の
観
光
目

的
で
の
利
用
者
に
対
す
る
対
策
は
。

問答
　
　
　

移
住
目
的
者
の
み
に
と
い

　
　
　

う
協
議
も
な
さ
れ
た
が
、

当
村
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
踏

ま
え
て
、
短
期
滞
在
利
用
者
も
受

け
入
れ
て
お
り
、
当
面
の
間
今
ま

で
通
り
に
し
て
い
く
つ
も
り
で
す
。

答
　
　
　

来
年
度
か
ら
、
更
新
時
に

　
　
　

は
行
政
財
産
の
使
用
許

可
申
請
を
提
出
し
て
も
ら
う
こ

と
を
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　

不
法
投
棄
監
視
員
報
奨
金

　
　
　

に
つ
い
て
活
動
実
績
は
ど

問

答
　
　
　

月
２
回
、
２
名
で
村
道
を

　
　
　

中
心
に
パ
ト
ロ
ー
ル
し

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
規
模
の
大

き
い
も
の
に
関
し
て
は
警
察
に
介

入
し
て
い
た
だ
き
後
日
改
め
て
回

収
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
場

で
回
収
で
き
る
も
の
は
し
て
い
ま

す
。
そ
の
ほ
か
に
も
危
険
箇
所
の

報
告
や
、
そ
の
後
の
投
棄
の
連
続

性
に
も
つ
な
が
る
の
で
目
視
で
で

き
る
範
囲
で
注
意
し
て
監
視
し
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。
日
誌
に
記
入

し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、
具
体

的
な
数
と
い
う
の
は
把
握
し
て
お

り
ま
せ
ん
。

　
　
　

新
庁
舎
建
設
設
計
監
理
業

　
　
　

務
委
託
料
に
つ
い
て
、

予
算
額
と
決
算
書
が
同
額
に

な
っ
て
い
る
経
緯
は
。

問答
　
　
　

令
和
５
年
度
か
ら
９
年
度

　
　
　

ま
で
の
総
額
の
う
ち
令

和
５
年
度
分
を
計
上
し
た
も
の

で
す
。

　
　
　

農
産
物
直
売
使
用
料
に
つ

　
　
　

い
て
直
売
所
の
減
価
償

却
費
は
１
年
で
ど
れ
く
ら
い
か
。

ま
た
耐
用
年
数
は
何
年
か
。

問答
　
　
　

減
価
償
却
費
は
１
年
当
た

　
　
　

り
７
５
５
万
２
４
０
３
円

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

ま
た
不
法
投
棄
は
ど
の
く
ら
い

の
件
数
が
あ
る
の
か
。

皇鈴山展望台からの眺望

１４広報　ひがしちちぶ



　
　
　

商
工
会
の
事
務
室
電
気
料

　
　
　

が
毎
年
同
じ
よ
う
な
額

だ
が
、
電
気
代
が
高
騰
し
て
い

る
中
で
見
直
し
も
必
要
で
は
。

問答
　
　
　

商
工
会
と
も
相
談
し
な
が

　
　
　

ら
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　
　
　

産
業
医
の
要
件
は
満
た
し

　
　
　

て
い
る
と
確
認
し
て
い

ま
す
。
衛
生
委
員
会
は
６
月
に
東

秩
父
村
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程

の
一
部
を
改
正
し
、
衛
生
管
理
者

に
つ
い
て
も
職
員
に
資
格
所
有
者

が
い
る
の
で
村
長
に
よ
り
選
任
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
衛
生
委
員

は
産
業
医
１
名
、
総
務
課
長
、
衛

生
に
関
し
て
経
験
を
有
す
る
者
の

う
ち
か
ら
村
長
が
指
定
し
た
者
２

名
と
い
う
こ
と
で
保
健
師
と
組
合

の
執
行
委
員
長
に
お
願
い
し
て
い

ま
す
の
で
、
安
全
衛
生
管
理
体
制

は
取
れ
て
い
る
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

答
　
　
　

以
前
は
決
算
書
に
も
載
せ

　
　
　

て
い
ま
し
た
が
頁
数
の

増
加
に
伴
い
作
成
費
用
も
増
加

し
て
し
ま
う
等
の
理
由
に
よ
り

現
在
の
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

予
算
の
新
設
、
流
用
に
関
し
て

は
企
画
財
政
課
長
及
び
財
政
担

当
が
協
議
し
、
決
裁
を
受
け
た

上
で
決
定
を
し
て
い
ま
す
。

　
　
　

村
内
に
約
20
か
所
あ
る
集

　
　
　

会
所
に
つ
い
て
固
定
資
産

税
の
賦
課
は
さ
れ
て
い
る
の
か
。

問答
　
　
　

何
年
も
前
か
ら
家
屋
調
査

　
　
　

は
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
地

域
住
民
の
憩
い
の
場
と
考
え
非
課

税
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま

た
土
地
に
つ
い
て
も
所
有
者
が
誰

で
あ
る
の
か
が
明
確
で
な
い
た
め

　
　
　

産
業
医
の
業
務
委
託
料
に

　
　
　

つ
い
て
、
産
業
医
の
要
件

は
満
た
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
３

月
の
定
例
会
で
衛
生
委
員
会
と
衛

生
管
理
者
を
設
置
す
る
と
伺
っ
て

い
る
が
、
そ
の
進
捗
状
況
は
。

問議
案
第

議
案
第
3737
号号

（
令
和
５
年
度
東
秩
父
村
国
民
健
康
保

（
令
和
５
年
度
東
秩
父
村
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
）

険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
）

　
　
　

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い

　
　
　

て
、
現
年
度
に
不
納
欠

損
が
出
た
理
由
は
。

問答
　
　
　

亡
く
な
ら
れ
た
方
の
相
続

　
　
　

関
係
者
か
ら
相
続
放
棄
の
申

し
出
が
あ
っ
た
こ
と
、
未
納
者
が
支

払
い
を
滞
納
し
て
い
る
た
め
で
す
。

討論討論　－令和５年度東秩父村一般会計歳入歳出決算について討論が行われました－

栗島廣行議員　反対討論（要約）
【職員の責務・行政事務を行うに当たっての覚悟が足りない】【職員の責務・行政事務を行うに当たっての覚悟が足りない】
　当初予算及び５回の補正予算を行ったにもかかわらず補

正後の予算現額と決算予算額の齟
そご

齬が生じている。村長及
び職員は法律・政令・条例を正しく解釈し、忠実に執行し
ていく責務があると思う。当初予算及び補正予算に計上さ
れていないものが決算書に記載されていた。これを執行機
関の判断だけでできるのかはなはだ疑問に思う。議員の知
らないところで流用が行われ、決算書になって初めて流用
後の計数が分かる決算書を見ても、どこで流用が行われた
かを確認するのは至難の業である。このことからも、この
決算書は問題が多すぎる。よって非認定として職員の反省
を促したい。

鷹野明議員　賛成討論（要約）
【担当職員の対応は適切である】【担当職員の対応は適切である】
　今回多くの質疑が行われ、質問者にとっては満足のいく
答弁ではなかったかもしれないが、明らかに法に触れない
ならば運用上の法解釈の差異ではないか。本来訂正が必要
かもしれないが、財政・人材・時間的にも制約があり村民
の生活に悪影響がなければ許容範囲である。今後新村長の
指導を期待し賛成討論とする。

　
　
　

工
事
請
負
費
の
部
分
で
事

　
　
　

前
の
予
算
審
議
の
と
き

に
は
な
か
っ
た
款
項
目
や
節
が

決
算
書
に
上
が
っ
て
き
て
い
る
。

流
用
し
た
際
は
き
ち
ん
と
決
算

書
に
も
載
せ
、
議
員
に
も
知
ら

せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

問 と
な
っ
て
お
り
、
木
造
建
築
で

す
の
で
耐
用
年
数
は
22
年
と
考

え
て
い
ま
す
。

実
態
と
し
て
調
べ
る
こ
と
が
で

き
て
い
ま
せ
ん
。

答

賛成

１５ 広報　ひがしちちぶ
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　　　　　　　　　　　　  【傍聴に行こう！】
　　　　　　 ９月定例会の傍聴者数は、延べ１３人でした。
　　　　   どなたでも傍聴できますので、どうぞお越し下さい。

～次回定例会の予定～
　　  １２月３日（火）
  午前１０時開会予定です。

                上程された議案・概要・結果 　
             　○：賛成　✕：反対　欠：欠席

質

疑

数

 結

 果

栗
島
廣
行

鷹
野
　
明

𠮷
田
圭
子

野
口
勝
則

吉
田
泰
明

渡
邉
　
均

松
澤
公
一

 令和５年度
　  決算

一般会計 28認定 × ○ 欠 ○ ○ ※○

国民健康保険特別会計 １認定 ○ ○ 欠 ○ ○ ※○

介護保険特別会計 １認定 ○ ○ 欠 ○ ○ ※○

後期高齢者医療特別会計 １認定 ○ ○ 欠 ○ ○ ※○

簡易水道事業会計 ０認定 × ○ 欠 ○ ○ ※○

合併処理浄化槽設置管理事業会計 ０認定 × ○ 欠 ○ ○ ※○

 条例の改正

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及
び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正

０可決 ○ ○ 欠 ○ ○ ※○

こども医療費支給に関する条例の一部改正 ０可決 ○ ○ 欠 ○ ○ ※○

国民健康保険条例の一部改正 ０可決 ○ ○ 欠 ○ ○ ※○

 条例の制定
村長等の給料の額の特例に関する条例を廃止する条
例制定

０可決 ○ ○ 欠 ○ ○ ※○

学校教育基金条例を廃止する条例制定 １可決 × ○ 欠 ○ ○ ※○

 規約の変更 後期高齢者医療広域連合規約の変更 ０可決 ○ ○ 欠 ○ ○ ※○

 令和６年度
  補正予算

一般会計（第２号） ３可決 × ○ 欠 ○ ○ ※○

国民健康保険特別会計（第２号） ０可決 ○ ○ 欠 ○ ○ ※○

介護保険特別会計（第１号） ０可決 ○ ○ 欠 ○ ○ ※○

後期高齢者医療特別会計（第１号） ０可決 ○ ○ 欠 ○ ○ ※○

簡易水道事業会計（第２号） ０可決 ○ ○ 欠 ○ ○ ※○

一般会計（第３号） ０可決 ○ ○ 欠 ○ ○ ※○

   その他 工事請負契約の締結について ０可決 ○ ○ 欠 ○ ○ ※○

    請願 皇鈴山展望台公共観光整備に関する請願 ４採択 ○ ○ ○ ○ ○ ※○

　　 お知らせしますお知らせします　審議した議案と議員の賛否

［※］議長は議事進行を行うため賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ、「議長裁決」とし
　　 て表明します（「裁」と記載）。

会議録検索東秩父村議会 HP

東秩父村議会についてもっと詳しく
知 り た い 方 は、 こ ち ら の QR コ ー ド
か ら 東 秩 父 村 議 会 HP 及 び 会 議 録 検
索をご覧ください。

１６広報　ひがしちちぶ

東秩父村議会

皆さんへのご連絡



99
月月
村
議
会
定
例
会

村
議
会
定
例
会 

報
告
報
告

◆
令
和
５
年
度
東
秩
父
村
一
般

会
計
ほ
か
、
国
民
健
康
保
険
、

介
護
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
、

簡
易
水
道
事
業
、
合
併
浄
化
槽

設
置
管
理
事
業
の
特
別
会
計
お

よ
び
事
業
会
計
の
決
算
が
認
定

さ
れ
ま
し
た
。

◆
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
に
２
，
２
０
４
万
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

４
億
６
，
５
０
４
万
円
と
す
る
も

の
で
す
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
１
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
に
45
万
３
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
５
，

１
４
５
万
３
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。

◆
簡
易
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

（
内
容
）
令
和
６
年
度
東
秩
父
村

簡
易
水
道
事
業
会
計
予
算
に
つ
い

て
補
正
す
る
も
の
で
す
。

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
５
年

法
律
第
48
号
）
が
令
和
６
年
５
月

27
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で

す
。

◆
東
秩
父
村
こ
ど
も
医
療
費
支
給

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
制
定
に
つ
い
て

◆
東
秩
父
村
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に

つ
い
て

（
内
容
）
令
和
５
年
に
公
布
さ
れ

た
番
号
法
等
一
部
改
正
法
（
令
和

５
年
法
律
第
48
号
）
に
よ
り
、
令

和
６
年
12
月
２
日
か
ら
被
保
険
者

証
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で

す
。

◆
村
長
等
の
給
料
の
額
の
特
例
に

関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
制

定
に
つ
い
て

（
内
容
）
令
和
６
年
９
月
６
日
を

も
っ
て
足
立
理
助
前
村
長
が
退
職

し
た
こ
と
に
よ
り
、
村
長
の
給
料

の
特
例
措
置
の
効
力
が
消
滅
し
た

た
め
、
本
条
例
を
制
定
す
る
も
の

で
す
。

◆
東
秩
父
村
学
校
教
育
基
金
条
例

を
廃
止
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
令
和
３
年
９
月
29
日
に
受

領
し
た
寄
附
金
を
適
正
に
管
理
す

決
算
認
定

決
算
認
定

令 和 ６ 年令 和 ６ 年
　
村
議
会
定
例
会
が
９
月
26
日
・

30
日
・
10
月
４
日
の
３
日
間
開

か
れ
、
条
例
改
正
等
19
案
が
審

議
さ
れ
、
い
ず
れ
の
議
案
も
原

案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

◆
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い

て（
内
容
）
東
秩
父
村
道
の
駅
浄
化

槽
移
設
及
び
外
構
工
事
の
請
負
契

約
を
締
結
す
る
も
の
で
す
。

そ
の
他

そ
の
他

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
・
第
３
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の

総

額

に

そ

れ

ぞ

れ

２

億

１
，

２
６
３
万
３
千
円
を
追
加
し
、
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
を
23
億
９
，

５
８
６
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
２
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
１
，
０
４
１
万
５
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
４
億
１
，
０
３
６
万
３
千
円

と
す
る
も
の
で
す
。

補
正
予
算

補
正
予
算

◆
東
秩
父
村
行
政
手
続
に
お
け

る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利

用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

条
例
改
正
等

条
例
改
正
等

る
た
め
に
設
置
し
た
本
基
金
に
つ

い
て
、
令
和
５
年
度
末
を
も
っ
て
、

い
た
だ
い
た
寄
附
金
の
全
て
を
活

用
し
た
こ
と
に
伴
い
、
本
条
例
を

制
定
す
る
も
の
で
す
。

◆
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

（
内
容
）
行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

５
年
法
律
第
48
号
）
に
よ
る
高
齢

者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
57
年
法
律
第
80
号
）
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
本
規
約
を
変
更

す
る
も
の
で
す
。

１７ 広報　ひがしちちぶ
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MURA NEWS

村
の

話
題

を 写 真 と と も
に

お

届
け

１８広報　ひがしちちぶ

個人住民税市町村表彰
　１1 月６日（水）、東秩父村は個人住民税市町村表

彰を受賞し、知事公館（さいたま市浦和区）において、

大野元裕知事から表彰を受けました。本表彰制度発

足から１５回目の受賞となります。

　これは、令和５年度に個人住民税の納税率などで

高い成果があった県内の自治体を表彰するもので、

税収確保対策の一環として行っているものです。３

部門１０団体が受賞し、その中の納税率部門での受

賞となる東秩父村の納税率は９９．８３％で県内市

町村の第１位となりました。

　こうした実績を残すことができましたのも村民の

皆さまの納税意識の高さによるものであり改めて感

謝申し上げます。

　今後も適正な課税に基づく公平な徴収を行ってま

いりますので、皆さまのご理解ご協力をよろしくお

願いいたします。

スリーデーマーチ開催
　道の駅和紙の里ひがしちちぶ中庭にて「第４７回
スリーデーマーチ和紙の里特別コース出発式」を
１１月２日（土）に開催しました。スリーデーマー
チとは東松山市を中心とした国際ウォーキングの祭
典で、和紙の里から東松山市立松山第一小学校まで
の３０キロが和紙の里特別コースです。当日は雨模
様の天気でしたが出発式で準備運動をした参加者た
ちは、雨に負けないしっかりとした足取りで和紙の
里中庭を出発していきました。

秋季ゴルフ大会・グラウンドゴルフ大会結果
●第５７回秋季東秩父村民ゴルフ大会結果
　１０月４日（金）、第５７回秋季村民ゴルフ大会
がオリムピック・カントリークラブレイクつぶらだ
コースを会場に男性６８名、女性８名の総勢７６名
の参加で盛大に開催されました。大会は新ペリア方
式で実施され、優勝は関口俊雄さん（皆谷）、また
ベスグロにおいては、ＩＮコースは根岸敏夫さん（安
戸）の４１、ＯＵＴコースは梅澤栄一さん（皆谷）
の４０でした。

●第２６回東秩父村グラウンドゴルフ秋季大会結果
　１０月１５日（火）、令和６年度東秩父村グラウンドゴルフ秋季大会が総勢３０名の参加で盛
大に開催され、日頃から鍛え抜かれた腕を競い合いました。優勝は若林玉江さん（御堂）、準優
勝は豊田市造さん（安戸）、第３位は高野文子さん（安戸）でした。

関口俊雄さん（皆谷）関口俊雄さん（皆谷）



くらしの情報

　令和６年１２月２日から現行の保険証の発行がされなくなります。。

　１２月１日までに発行された保険証は有効期限（令和７年７月３１日）まで使用できます。

　１２月２日以降は、新たに後期高齢者医療保険に加入された方や保険証の記載事項に変更が

生じた方等にはマイナ保険証の保有状況にかかわらず『資格確認書』を交付します。

※『資格確認書』は現行の保険証と同じようにお使いいただけます。

　また、令和７年８月（一斉更新）以降は下記のような運用となります。

※国民健康保険・後期高齢者医療保険にご加入の方で、マイナ保険証（健康保険証の利用登録

がなされたマイナンバーカード）を所持している方が利用登録の解除を希望する場合、申請が

必要となります。ご希望の方は下記までお問合せください。

⃝問 合 せ　保健衛生課　☎８２－１７７７

後期高齢者医療保険の被保険者証（保険証）廃止のお知らせ

固定資産税（こんな時は届出を）
　固定資産税は、毎年１月１日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税される税金で、次

の場合は、必ず税務会計課まで届出をしてください。

○建物を新築・増築したとき

　住宅などを新築・増築し、令和７年１月１日までに完成した場合は、令和７年度の固定資産

税の対象となるため、届出をお願いします。

○建物を取り壊したとき

　令和６年１２月３１日までに建物の一部または全部を取り壊した場合は、令和７年１月３１

日までに届出をお願いします。取り壊した建物につきましては、令和７年度から固定資産税の

対象外となりますが、届出がないと対象となることがあります。

〇太陽光発電システムについて

　太陽光発電設備システムを設置すると、固定資産税の償却資産に該当し、課税の対象となる

場合があります。

　個人の方の場合、１０ｋｗ以上の太陽光発電設備システムを設置し、売電を行うと、事業の

用に供している償却資産に該当しますので、固定資産税の課税対象となります。

　売電による所得の申告とは別に償却資産申告書を役場税務会計課へ提出することが必要です。

償却資産の申告に必要な書類は税務会計課窓口にあります

⃝問 合 せ　税務会計課　☎８２－１２２４

 令和６年１２月１日まで
 令和６年１２月２日

　　　　 ～令和７年７月３１日
 令和７年８月（一斉更新）以降

　 現行の保険証を交付

マイナ保険証の有無にかかわら

ず、『資格確認書』を交付

（※新規取得、記載事項変更の方

のみ）

マイナ保険証をお持ちでない方

→『資格確認書』を交付

マイナ保険証をお持ちの方

→『資格確認書のお知らせ』を

交付

１９ 広報　ひがしちちぶ



くらしの情報

　村では、遊休農地の拡大防止、また特産品の振興を図るため、特産品の苗木購入代の１/３を
補助します（上限３万円）。特産品は花桃、クジャクソウ、ミカン等の果樹、和紙原料等です。
希望される方は、交付申請書と実施計画書を産業観光課へ提出してください。
⃝申請期間　１２月２７日（金）まで
※しばみち本店・藤原種苗での購入を希望される方の申請期間は、１０月３１日（木）をもち
まして終了となりました。
⃝補助金支払　事業報告書を提出後、指定口座へ振込みます。
⃝苗木購入　交付決定後、各自購入してください。
⃝苗木配布　２月中～下旬予定
⃝問 合 せ　産業観光課　☎８２－１２２３

農地活用事業補助金の申請期限が近づいています

２０広報　ひがしちちぶ

　令和７年４月建築基準法が改正され、建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
が行われます。
【改正概要】
　木造建築物に係る建築確認の対象は、２階建て以上または延べ面積２００㎡超の建築物に見
直され、建築確認検査の審査省略については、平屋かつ延べ面積２００㎡以下の建築物が対象
となります。
【木造建築物に係る審査・検査の対象】

【建築確認審査の対象となる建築物の規模　※○：対象 ×：対象外】
－現行－　階数２以下かつ延べ面積５００㎡以下の木造建築物は基本的に建築確認の対象外

－改正後－　構造によらず階数２以上または延べ面積２００㎡超の建築物は建築確認の対象に

⃝問 合 せ　建設課　☎８２－１２２２

建築基準法改正

　　－現行－
階数３以上または延べ面積 500 ㎡超 ▶ 　 －改正後－

階数２以上または延べ面積 200 ㎡超

　木造
階数３以上 　 ○ 　 ○ 　 ○

木造以外階数２ 　 × 　 × 　 ○ 階数２以上 　 ○ 　 ○

階数１ 　 × 　 × 　 ○ 階数１ 　 × 　 ○

延べ面積 200㎡以下 500㎡以下 500㎡以上 延べ面積 200㎡以下 200㎡以上

　木造
階数３以上 　 ○ 　 ○ 　 ○

木造以外階数２ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 階数２以上 　 ○ 　 ○

階数１ 　 × 　 ○ 　 ○ 階数１ 　 × 　 ○

延べ面積 200㎡以下 500㎡以下 500㎡以上 延べ面積 200㎡以下 200㎡以上

　本年も降雪の時期となり、村道等の除雪作業は、例年どおり地域毎に事業者や個人の方に依

頼し、事業者・個人の方・村で連携して実施します。

　除雪作業時は、道路交通を迅速に復旧することを目的として道路脇に雪を掃くため、道路に

接している宅地等の入口付近に雪が溜まることがあります。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理

解の程よろしくお願いします。

　また、凍結が予想される箇所に、例年どおり１２月中に凍結防止剤を配布します。凍結防止

剤が不足した場合は、建設課（土日祝・年末年始の場合は日直等）にご連絡のうえ受け取りを

お願いします。

⃝問 合 せ　建設課　☎８２－１２２２

道路除雪作業と凍結防止剤配布



相談窓口
○心配ごと相談 / 行政相談 / 合同相談
１６日（月）午後１時～午後３時  １階中会議室

　日ごろのご近所トラブルや身近な心配ごと等を
相談員が、国の行政活動全般に関する苦情や相談
とともに受け付けお聞きします。お問合せは、下
記行政相談員および社会福祉協議会までお気軽
に。ご不明な点は総務課までお問合せください。
問 合 せ　・行政相談員
　　　　　　高野守生　氏　 ☎８２－０８８５
　　　　　・社会福祉協議会　☎８２－１２３８
　　　　　・総務課　　　　 ☎８２－１２２１

○相談員による消費生活相談
毎週金曜日　午前１０時～午後３時３０分

　契約のトラブルや「これってクーリング
オフできるの？」といった疑問に応じます。
※最近、訪問や電話による業者からの勧誘
が見られます。
※不安な時はまず相談を！
問 合 せ　産業観光課　☎８２－１２２３

納付期限
・固定資産税　第３期　・国民健康保険税　第６期　　
・介護保険料　第６期　・後期高齢者医療保険料　第６期

   １２月２５日
チェック

【お願い】　納税は便利で安全な口座振替をご利用ください

　令和７年１月６日（月）から２月１４日（金）までは、確定申告相談会場を開設いたしません。

　相談を希望される方は、令和７年２月１７日（月）から３月１７日（月）までの確定申告期

間中に、確定申告会場へお越しください。２月１４日（金）以前に所得税・個人消費税・贈与

税の申告相談を希望される場合は、事前に相談日時等を電話予約いただく必要がありますので、

予約なくお越しいただいても対応できません。確定申告会場への入場には入場整理券が必要で

す。国税庁 LINE 公式アカウントを通じたオンラインでの事前発行がスムーズです。なお、税務

署（相談会場を含む）においては、記載済申告書の検算を行いません。記載済申告書につきま

しては、投函箱に投函していただきますようお願いします。

⃝問 合 せ　秩父税務署　☎０４９４－２２－４４３３

税務署で所得税等の確定申告を行う方へ

　令和６年１２月 1 日から埼玉県特定最低賃金の時間額が、非鉄金属製造業１，０９８円、光

学機械器具等製造業１，１１４円、電子部品等製造業１，１０５円、輸送用機械器具製造業１，

１０２円、自動車小売業１，０８９円となります。

　また、１０月 1日より埼玉県最低賃金が１，０７８円に変更となっております。埼玉県最低賃

金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく全ての労働者に適用されます。

使用者も労働者も、賃金額が１時間当たり１，０７８円以上かどうか必ず確認しましょう。

　詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室（☎０４８－６００－６２０５）または労働基準監

督署（☎０４８－５３３－３６１１）へお問い合わせください。

特定最低賃金の改訂のお知らせ

　１２月４日（水）から１０日（火）までは「人権尊重社会をめざす県民運動強調週間」です。

　この運動は、様々な人権問題への理解を深め、「すべての県民がお互いの人権を尊重しながら

共に生きる社会」を実現するため、県民総ぐるみで取り組む運動です。

　人権について考え、行動するきっかけとしてください。

○埼玉県ホームページ（人権尊重社会をめざす県民運動）

　 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0303/kenminundou.html

人権尊重社会をめざす県民運動強調週間
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２４日（火）　午後１時３０分～
東秩父村役場２階　新会議室で行います。
※どなたでも傍聴できます。
問  合  せ　教育委員会　☎８２－１２３０

In
f
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r
m

a
t
io

n
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f
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n
世帯と人口
１０月中の人口動態
　世帯　１，０４８　　　転入　　　　３
　人口　２, ４１２　　　転出　　　　６
　男　　１，２０９　　　出生　　　　０
　女　　１，２０３　　　死亡　　　　２
※世帯と人口は１１月１日現在、その他は１０月
中の動きです。

資源およびごみの収集実績を報告します。

紙　 　 類 　 4 ,870kg 　  -320kg
衣　 　 類 　 1,220kg      +130kg
アルミ缶 　    196kg 　    -13kg

     資源物
　売却収入   77,415 円 +10,644 円

資
源
回
収

○ごみ収集　　　　　　　前年同月比
　１０月分　　　　　　　　　　増減

可 燃 ご み   206,620kg   +2,990kg
１人１日
あたり排出量 　　　400g 　 　+17g

○今年度収集実績（累計）前年同月比
　今年度累計（4 月～）　　　　 増減

可 燃 ご み 　 28,500kg       -420kg
１人１日
あたり排出量 　　　380g 　　    +6g

※指定された日に、地域のルールに沿って出しましょう。ごみの分別と資源化、減量化にご協力ください。

問  合  せ　
保健衛生課　
☎８２－１７７７

年末年始のごみの自己搬入について

土木工事等のお知らせ

　年末年始期間（１２月２８日（土）～１月５日
（日））は、小川地区衛生組合への家庭ごみ等の直
接搬入はできません。また、１２月２７日（金）
の直接搬入については受入時間が午後３時までと
なるためご注意ください。
問  合  せ　保健衛生課　☎８２－１７７７

２３ 広報　ひがしちちぶ

お
知

ら
せ

休日当番医（１２月）

教育委員会開催のお知らせ（１２月）

３１日（祝・火）
東松山市立市民病院　東松山市　☎２４－６１１１

【内科・整形外科】

捨てればごみ、分ければ資源

こころのサポート相談室
東秩父村では、孤立・孤独に悩む方への手助けとして、相談会を開催しています。
日　時　毎月第１水曜日　　　　　　　　　　相談料　無料
　　　　午前９時００分～午後４時３０分　　予　約　必須（前日までに電話予約）
　　　　電話・LINE 相談は平日受付　　　　　　　　 ※電話・LINE 相談については相
対　象　村内在住のどなたでも　　　　　　　　　　　　談員が在席している場合はその
相談者　メンタル心理カウンセラー　　　　　　　　　　場で相談できます。
　　　　認定心理士資格保有者　　　　　　　予約先　住民福祉課　☎８２－１２２６

　１２月１日現在、村内で発注されている主な道
路工事等です。
■村発注工事等
・村道３１５６号（栗和田）線舗装修繕工事【坂本地内】
・東秩父村橋梁定期点検業務委託  【東秩父村管内】
・村道２－７号（和知場）線水路修繕工事【坂本地内】
・森林管理道和知場線水路修繕工事      【坂本地内】
・村道２－１１号（居用）線舗装修繕工事【大内沢地内】
・村道２－６号（上ノ山）線防護柵設置工事【坂本地内】
・森林管理道和知場線側溝修繕工事　  【坂本地内】
・村道４２５５号（山ノ神）線舗装修繕工事【御堂】
問  合  せ　建設課　☎８２－１２２２

○資源回収　　　　　　　前年同月比
　１０月分　　　　　　　　　　増減

【のびのび広場】
　３日（火）　クリスマス飾りづくり
１０日（火）　折り紙あそび
１７日（火）　お楽しみ会
利用時間　毎週火・木・金（祝日は除く）

【午前】午前９時～午前１１時３０分
【午後】午後１時～午後３時３０分
【閉所】午前１１時３０分～１２時３０分
問  合  せ　子育て支援センター　☎８２－０６０１

子育て支援センターだより（１２月）
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介護の
　　ココを伝えたい！

人生百年時代の介護予防　～元気に歳を重ねるために～

－介護予防とは－
　介護が必要にならないために、心身の衰えを予防・回復しようという取り組みです。
　介護予防対策で大切なのは、①十分な栄養摂取、②適度な運動で体力づくり、③積極的な社
会参加です。自ら決めたこと、やりたいこと、楽しみなども実現することができる、生き生き
とした「自分らしい」暮らしをサポート、お手伝いするため、地域包括支援センターではさま
ざまな事業を実施しています。
てんとうむしクラブ　

　　　　　　　　　　

いきいきサロン Next　

　

介護予防事業の様子は定期的にタブレット配信していますので、ぜひご覧ください！
★次回は「介護認定」についてご紹介します。
　この記事に関するご意見、ご感想をお待ちしています。
保健衛生課介護保険担当☎８２－１７７７／東秩父村地域包括支援センター☎８２－１１１６

　　　　　　　　　　　　　　　１２月の介護予防事業
○てんとうむしクラブ
３日（火）、１０日（火）、１７日（火）、２４日（火）　午後１時３０分～午後３時　保健センター
○わしのカフェ
１２日（木）音楽療法、脳トレ　午前１０時～正午　和紙の里研修会館
○いきいきサロン Next（西地区）
９日（月）干支絵馬づくり　午後１時３０分～午後３時　ふれあいセンター槻川

地域包括支援センターの介護予防の取り組みをご紹介します。

 健康運動指導士　田島 智恵子 先生

「昨日の自分を越えて明日へ届ける」こ
とを目指して、楽しくわいわいおしゃ
べりする時間を大切にしています。

 　音楽療法士　嶌田 美紀子 先生

楽しみながらリハビリ、健康維持を
心がけています。辛い、キツい、痛
い時間より、楽しい時間を過ごして
健康に繋がったら嬉しくないです
か？免疫力もアップします♪

上：「おんがくのつどい」のひとコマ
下：「作業療法」のひとコマ

　  作業療法士　堀口 奏子 先生

参加者の皆さまが笑顔でいられるよ
うに、私も常に笑顔を心がけていま
す。皆さまが自分らしく日常生活を
送るお手伝いができれば嬉しく思い
ます！

今回の
 ポイントは
　　　ココ！


